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このフローは、島田市公共施設包括管理業務委託基本仕様書をもとに想定した業務の流れです。企画提案

書作成の参考として活用してください。最終的な業務フローは、優先交渉権者の企画提案書を踏まえて、

優先交渉権者と本市が協議し、詳細を整えるものとします。
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